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議案第１３３号 

 

 

杵築市印鑑条例の一部改正について 

 

 

杵築市印鑑条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市印鑑条例の一部を改正する条例 

 

杵築市印鑑条例（平成１７年杵築市条例第１７号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第１項第１号中「昭和４２年法律第８１号」の次に「。

以下「法」という 。」 を加え、「の住民基本台帳」を「が備える

住民基本台帳」に改める。 

第６条第１項第１号中「氏、名」の次に「、旧氏（住民基本台

帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号。以下「令」という 。）

第３０条の１３に規定する旧氏をいう。以下同じ。）」を加え、「 

住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の

２６第１項」を「令第３０条の１６第１項」に改め、「又は氏名 

」の次に「、旧氏」を加え、同項第２号中「氏名」の次に「、旧

氏」を加え、同条第２項中「住民基本台帳法」を「法」に、「記

録されている」を「記載がされている」に改める。 

第７条第１項第３号中「氏名（」の次に「氏に変更があった者

に係る住民票に旧氏の記載（法第６条第３項の規定により磁気デ

ィスク（これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録してお

くことができる物を含む。以下同じ 。） をもって調製する住民票

にあっては、記録。以下同じ 。） がされている場合にあっては氏

名及び当該旧氏 、」 を加え、「が記録されている」を「の記載が

されている」に、「、氏名」を「氏名」に改め、「及び」の次に

「当該」を加え、同項第７号中「記録されている」を「記載がさ

れている」に改める。 

第１１条の見出し中「印鑑登録証明」を「印鑑登録証明書」に

改め、同条第１項第１号中「氏名（」の次に「氏に変更があった

者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及

び当該旧氏 、」 を加え、「が記録されている」を「の記載がされ
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ている」に、「、氏名」を「氏名」に改め、「及び」の次に「当

該」を加え、同項第５号中「記録されている」を「記載がされて

いる」に改める。 

第１６条第１項第３号中「氏名、氏」の次に 「（ 氏に変更があ

った者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。）」を

加え、同項第４号中「住民基本台帳法」を「法」に改める。 

 

附 則 

この条例は、令和元年１１月５日から施行する。 
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議案第１３４号 

 

 

杵築市会計年度任用職員の報酬等に関する条例の制 

定について 

 

 

杵築市会計年度任用職員の報酬等に関する条例を次のように定

める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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杵築市会計年度任用職員の報酬等に関する条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２０３条の２第５項及び第２０４条第３項並びに地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２４条第５項の規定に基づき、

同法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員（以下「 

会計年度任用職員」という 。） に対する報酬、費用弁償、給料

及び手当に関し必要な事項を定めるものとする。 

（報酬等） 

第２条 地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる職員に

対しては、報酬及び期末手当を支給する。ただし、当該職員の

うち、任期が６月未満のものその他の任命権者が定めるものに

あっては、期末手当は支給しない。 

２ 報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとする。 

３ 月額の報酬を受ける第１項の職員の報酬の基本額は、勤務１

月につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額

に、その者について定められた１週間当たりの勤務時間を３８．

７５で除して得た数を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）を超えない範囲内で

任命権者が定める基準により決定する。 

４ 日額の報酬を受ける第１項の職員の報酬の基本額は、勤務１

日につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める月額

を２１で除して得た額に、その者について定められた１日当た

りの勤務時間を７．７５で除して得た数を乗じて得た額（その

額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）

を超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。 

５ 時間額の報酬を受ける第１項の職員の報酬の基本額は、勤務
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１時間につき、別表に掲げる職種の区分に応じ、同表に定める

月額を２１で除して得た数を７．７５で除して得た額（その額

に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）を

超えない範囲内で任命権者が定める基準により決定する。 

６ 報酬の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡、その職務の

特殊性等を考慮して予算の範囲内で任命権者が定めなければな

らない。 

７ 期末手当の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡、その職

務の特殊性等を考慮して杵築市職員の給与に関する条例（平成

１７年杵築市条例第４１号。以下「給与条例」という 。） 第２

４条第２項に定める額を超えない範囲内で任命権者が定めなけ

ればならない。 

８ 第２項から前項までに規定するもののほか、第１項の職員に

対しては、一般職の常勤職員に支給される時間外勤務手当、休

日勤務手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当に相当する報酬を任

命権者が定めるところにより支給する。 

（費用弁償） 

第３条 前条第１項の職員（任期が１月以上かつ１週間の勤務日

が平均３日以上の職員又は１週間の勤務時間が平均３０時間以

上の職員に限る 。） が給与条例第１４条第１項の職員たる要件

を具備するに至ったとき及び公務のため旅行したときは、それ

らの費用を弁償する。 

２ 費用弁償の額は、一般職の常勤職員に支給される通勤手当及

び旅費の額との権衡、その職務の特殊性等を考慮して予算の範

囲内で任命権者が決定する。 

（給料等） 

第４条 地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる職員に

対しては、給料、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

11



特殊勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当を支給する。ただし、

当該職員のうち、任期が６月未満のものその他の任命権者が定

めるものにあっては、期末手当は支給しない。 

２ 給料の額は、勤務１月につき、別表に掲げる職種の区分に応

じ、同表に定める月額を超えない範囲内で任命権者が定める基

準により決定する。 

３ 給料の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡、その職務の

特殊性等を考慮して予算の範囲内で任命権者が定めなければな

らない。 

４ 期末手当の額は、一般職の常勤職員の給与との権衡、その職

務の特殊性等を考慮して給与条例第２４条第２項に定める額を

超えない範囲内で任命権者が定めなければならない。 

（支給） 

第５条 会計年度任用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当（第

２条第１項及び前条第１項に規定する手当に限る。次条及び第

７条において同じ 。） の支給については、前３条に規定するも

ののほか、一般職の常勤職員の例による。 

２ 支給日については、一般職の常勤職員の例による。ただし、

報酬の額を日額又は時間額で定める者に対する報酬は、その都

度又は支給事由の生じた月の分を翌月の給与条例第９条の支給

日と同日に支給する。 

（減額） 

第６条 会計年度任用職員の報酬、給料及び手当の減額について

は、一般職の常勤職員の給与の減額の例に準じて任命権者が定

める。 

（特例） 

第７条 職務の特殊性等を考慮して任命権者が定める会計年度任

用職員の報酬、費用弁償、給料及び手当については、第２条か
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ら前条までの規定にかかわらず、一般職の常勤職員との権衡、

その者の職務の特殊性等を考慮して任命権者が決定する。 

（委任） 

第８条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。 

 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

 

別表（第２条、第４条関係） 

区分 月額 

一般事務補助員、作業員、学校主事、調理

員、保育教諭、幼稚園教諭、司書その他の

高度な資格又は専門的な知識、技術、経験

等を要しない定型的な業務若しくは補佐的

な業務を行う職 

給与条例別表第１行政

職給料表に定める１級

における最高の号給の

給料月額 

バス運転手、正看護師、管理栄養士、介護

認定調査員その他の高度な資格又は専門的

な知識、技術、経験等を要する職で業務の

管理を行う職 

給与条例別表第１行政

職給料表に定める２級

における最高の号給の

給料月額 

介護支援専門員、社会福祉士、保健師、危

機管理専門員その他の究めて高度な資格又

は専門的で高度な知識、技術、経験等を要

する職で複雑で困難な業務の管理若しくは

指導を行う職 

給与条例別表第１行政

職給料表に定める３級

における最高の号給の

給料月額 
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議案第１３５号 

 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律 

の施行等に伴う関係条例の整理について 

 

 

地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行等に

伴う関係条例の整理に関する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

  

  

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律 

の施行等に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 （杵築市政治倫理条例の一部改正） 

第１条 杵築市政治倫理条例（平成１９年杵築市条例第４０号）

の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項第４号中 「（ 臨時職員及び嘱託職員を含む。）」

を削る。 

 （杵築市職員定数条例の一部改正） 

第２条 杵築市職員定数条例（平成１７年杵築市条例第２１号）

の一部を次のように改正する。 

 第１条中「常時勤務する職員（特別職及び臨時の職員を除く。 

）」 を「勤務する職員」に改める。 

 第４条第２項中「第２条」を「第３条」に改め、同条を第５

条とし、第３条を第４条とし、第２条を第３条とし、第１条の

次に次の１条を加える。 

（定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に掲げるものを除

く杵築市に勤務する職員をいう。 

（１） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「 

法」という 。） 第３条第３項に規定する特別職 

（２） 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員 

（３） 法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を 

占める職員 

（杵築市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部

改正） 

第３条 杵築市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例（ 

平成１７年杵築市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 
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 第６条に次の１項を加える。 

４ 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員に対す

る第１項の規定の適用については、同項中「３年を超えない

範囲」とあるのは「法第２２条の２第２項の規定に基づき任

命権者が定める任期の範囲」とする。 

 第８条第１項中「、公務及び次に掲げる業務の遂行中に交通

事故又はその他の事故により」を削り、「第１６条第２号」を

「第１６条第１号」に改め、同項各号を削る。 

（杵築市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正） 

第４条 杵築市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例（平成１

７年杵築市条例第２５号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「給料月額」の次に 「（ 法第２２条の２第１項第１

号に掲げる職員にあっては、報酬（杵築市会計年度任用職員の

報酬等に関する条例（令和元年杵築市条例第  号）第２条第

３項の報酬の基本額をいう 。） の月額（日額又は時間額の報酬

を受ける職員にあっては、月額に相当する額））」を加え、「給

与」を「給与等」に改める。 

（杵築市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正） 

第５条 杵築市職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成１７

年杵築市条例第２８号）の一部を次のように改正する。 

 第４条第１項ただし書中「任命権者は」の次に「、育児短時

間勤務職員等については、必要に応じ、当該育児短時間勤務等

の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの５日

間において週休日を設けるものとし」を加え、同条第２項ただ

し書中「ただし」の次に「、育児短時間勤務職員等については、

１週間ごとの期間について、当該育児短時間勤務等の内容に従

い１日につき８時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るも

のとし」を加える。 

16



 第５条第２項中「ところにより、４週間ごとの期間につき８

日（」を「ところにより、４週間ごとの期間につき８日の週休

日（育児短時間勤務職員等にあっては当該育児短時間勤務等の

内容に従った８日以上の週休日 、」 に改め、同項ただし書中「 

により、４週間ごとの期間につき８日（」を 「（ 育児短時間勤

務職員等にあっては、当該育児短時間勤務等の内容）により、

４週間ごとの期間につき８日（育児短時間勤務職員等 、」 に改

め、「割合で週休日」の次に 「（ 育児短時間勤務職員等にあっ

ては、４週間を超えない期間につき１週間当たり１日以上の割

合で当該育児短時間勤務等の内容に従った週休日 ）」 を加える。 

 第９条第１項中「継続的な勤務」を「断続的な勤務（以下こ

の条において「断続的勤務」という。）」に改め、同項に次のた

だし書を加える。 

  ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあ

っては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

として任命権者が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の

時間において断続的勤務をすることを命ずることができる。 

第９条第２項中「前項に掲げる勤務」を「断続的勤務」に改

め、 「（ 以下「時間外勤務」という。）」を削り、同項に次のた

だし書を加える。 

  ただし、当該職員が育児短時間勤務職員等である場合にあ

っては、公務の運営に著しい支障が生ずると認められる場合

として任命権者が定める場合に限り、正規の勤務時間以外の

時間において断続的勤務以外の勤務をすることを命ずること

ができる。 

 第９条に次の１項を加える。 

３ 前項に規定するもののほか、正規の勤務時間以外の時間に

おいて職員に断続的勤務以外の勤務をすることを命ずること
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ができる時間数の上限その他の必要な事項は、任命権者が定

める。 

 第２０条の見出し中「臨時職員及び非常勤職員」を「臨時的

任用職員及び会計年度任用職員」に改め、同条中「臨時職員及

び非常勤職員（短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除

く。）」を「臨時的任用職員及び地方公務員法第２２条の２第１

項に規定する会計年度任用職員」に改める。 

（杵築市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第６条 杵築市職員の育児休業等に関する条例（平成１７年杵築

市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第３号中「平成２７年杵築市条例第１８号」の次に「。

以下「任期付条例」という 。」 を加え、同条に次の１号を加え

る。 

  （４） 次のいずれかに該当する非常勤職員以外の非常勤

職員 

ア 次のいずれにも該当する非常勤職員 

（ア） 任命権者を同じくする職（以下「特定職」と

いう 。） に引き続き在職した期間が１年以上で

ある非常勤職員 

（イ） その養育する子（育児休業法第２条第１項に

規定する子をいう。以下同じ 。） が１歳６月に

達する日（以下「１歳６月到達日」という 。）

（第２条の４の規定に該当する場合にあっては、

２歳に達する日）までに、その任期（任期が更

新される場合にあっては、更新後のもの）が満

了すること及び特定職に引き続き採用されない

ことが明らかでない非常勤職員 

（ウ） 勤務日の日数を考慮して任命権者が定める非
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常勤職員 

イ 第２条の３第３号に掲げる場合に該当する非常勤

職員（その養育する子が１歳に達する日（以下この

号及び同条において「１歳到達日」という 。） （当

該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間

の末日とされた日が当該子の１歳到達日後である場

合にあっては、当該末日とされた日）において育児

休業をしている非常勤職員に限る 。）  

ウ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育

児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休

業に係る子について、当該任期が更新され、又は当

該任期の満了後に特定職に引き続き採用されること

に伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採

用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業

をしようとするもの 

 第２条の３を第２条の５とし、第２条の２の次に次の２条を

加える。 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める日） 

第２条の３ 育児休業法第２条第１項の条例で定める日は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とす

る。 

（１） 次号及び第３号に掲げる場合以外の場合 非常勤職

員の養育する子の１歳到達日 

（２） 非常勤職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関

係と同様の事情にある者を含む。以下同じ 。） が当該

非常勤職員の養育する子の１歳到達日以前のいずれか

の日において当該子を養育するために育児休業法その

他の法律の規定による育児休業（以下この条及び次条
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において「地方等育児休業」という 。） をしている場

合において当該非常勤職員が当該子について育児休業

をしようとする場合（当該育児休業の期間の初日とさ

れた日が当該子の１歳到達日の翌日後である場合又は

当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。 

） 当該子が１歳２月に達する日（当該日が当該育児

休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等

可能日数（当該子の出生の日から当該子の１歳到達日

までの日数をいう 。） から育児休業等取得日数（当該

子の出生の日以後当該非常勤職員が労働基準法（昭和

２２年法律第４９号）第６５条第１項及び第２項の規

定により勤務しなかった日数と当該子について育児休

業をした日数を合算した日数をいう 。） を差し引いた

日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過

する日） 

（３） １歳から１歳６月に達するまでの子を養育するため、

非常勤職員が当該子の１歳到達日（当該子を養育する

非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休

業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若

しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児

休業の期間の末日とされた日が当該子の１歳到達日後

である場合にあっては、当該末日とされた日（当該育

児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業

の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれ

かの日 ）） の翌日（当該子の１歳到達日後の期間にお

いてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を

育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常

勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期
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の満了後に特定職に引き続き採用されるものにあって

は、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用され

る日）を育児休業の期間の初日とする育児休業をしよ

うとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも

該当するとき 当該子の１歳６月到達日 

ア 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳到

達日（当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日と

された日が当該子の１歳到達日後である場合にあって

は、当該末日とされた日）において育児休業をしてい

る場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の１歳到

達日（当該配偶者がする地方等育児休業の期間の末日

とされた日が当該子の１歳到達日後である場合にあっ

ては、当該末日とされた日）において地方等育児休業

をしている場合 

イ 当該子の１歳到達日後の期間について育児休業をす

ることが継続的な勤務のために特に必要と認められる

場合として任命権者が定める場合に該当する場合 

（育児休業法第２条第１項の条例で定める場合） 

第２条の４ 育児休業法第２条第１項の条例で定める場合は、

１歳６月から２歳に達するまでの子を養育するため、非常勤

職員が当該子の１歳６月到達日の翌日（当該子の１歳６月到

達日後の期間においてこの条に掲げる場合に該当してその任

期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている

非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の

満了後に特定職に引き続き採用されるものにあっては、当該

任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日）を育児休

業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、

次に掲げる場合のいずれにも該当するときとする。 
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（１） 当該子について、当該非常勤職員が当該子の１歳６

月到達日において育児休業をしている場合又は当該非

常勤職員の配偶者が当該子の１歳６月到達日において

地方等育児休業をしている場合 

（２） 当該子の１歳６月到達日後の期間について育児休業

をすることが継続的な勤務のために特に必要と認めら

れる場合として任命権者が定める場合に該当する場合 

 第３条に次の２号を加える。 

（７） 第２条の３第３号に掲げる場合に該当すること又は

第２条の４の規定に該当すること。 

（８） その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児

休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子

について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了

後に特定職に引き続き採用されることに伴い、当該任

期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児

休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。 

 第７条第２項中「育児休業をしている職員」の次に 「（ 地方

公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に

規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。 

）を除く。）」を加える。 

 第８条中「育児休業をした職員」の次に 「（ 会計年度任用職

員を除く。）」を加える。 

 第１５条中「過員を生ずること」を「次に掲げる事情」に改

め、同条に次の２号を加える。 

 （１） 過員を生じること。 

（２） 当該育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤

務職員（育児休業法第１８条第１項の規定により採用

された同項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同
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じ 。） を短時間勤務職員として引き続き任用しておく

ことができないこと。 

 第１７条の次に次の１条を加える。 

（育児短時間勤務職員についての一般職の任期付職員の採用

等に関する条例の特例） 

第１７条の２ 育児短時間勤務をしている職員についての任期

付条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

任期付条例

第７条第２

項 

決定する 決定するものとし、その者の給料月

額は、その者の受ける号給に応じた

額に、勤務時間条例第３条第２項の

規定により定められたその者の勤務

時間を同条第１項に規定する勤務時

間で除して得た数（以下「算出率」

という 。） を乗じて得た額とする 

任期付条例

第７条第３

項 

相当する

額 

相当する額に算出率を乗じて得た額 

 第２０条中「育児休業法第１７条の規定による短時間勤務を

している職員」を「次に掲げる職員」に改め、同条に次の２号

を加える。 

（１） 育児休業法第１７条の規定による短時間勤務をして

いる職員 

（２） 次のいずれにも該当する非常勤職員以外の非常勤職

員（地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職

員等」という 。） を除く 。）  
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ア 特定職に引き続き在職した期間が１年以上である非

常勤職員 

イ 勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して

任命権者が定める非常勤職員 

 第２１条第１項中「部分休業」の次に 「（ 育児休業法第１９

条第１項に規定する部分休業をいう。以下同じ。）」を、「勤務

時間」の次に 「（ 非常勤職員（再任用短時間勤務職員等を除く。

以下この条において同じ 。） にあっては、当該非常勤職員につ

いて定められた勤務時間 ）」 を加え、同条第２項中 「（ 昭和２

２年法律第４９号 ）」 を削り、「杵築市職員の勤務時間、休暇

等に関する条例（平成１７年杵築市条例第２８号 ）」 を「勤務

時間条例」に改め、「勤務しない職員」の次に 「（ 非常勤職員

を除く。）」を加え、同条に次の１項を加える。 

３ 非常勤職員に対する部分休業の承認については、１日につ

き、当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間

から５時間４５分を減じた時間を超えない範囲内で（当該非

常勤職員が育児時間又は育児休業、介護休業等育児又は家族

介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号）第６１条第３２項において読み替えて準用する同条第２

９項の規定による介護をするための時間（以下「介護をする

ための時間」という 。） の承認を受けて勤務しない場合にあ

っては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当

該育児時間又は当該介護をするための時間の承認を受けて勤

務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で）行うものと

する。 

（杵築市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正） 

第７条 杵築市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平
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成１７年杵築市条例第２４４号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時

間勤務の職を占める職員」を「地方公務員法第２２条の２第１

項第２号に掲げる職員及び同法第２８条の５第１項に規定する

短時間勤務の職を占める職員」に改める。 

（外国の地方公共団体の機関等に派遣される杵築市職員の処遇

等に関する条例の一部改正） 

第８条 外国の地方公共団体の機関等に派遣される杵築市職員の

処遇等に関する条例（平成１７年杵築市条例第３４号）の一部

を次のように改正する。 

 第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に

改める。 

（公益的法人等への杵築市職員の派遣等に関する条例の一部改

正） 

第９条 公益的法人等への杵築市職員の派遣等に関する条例（平

成１９年杵築市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第２項第３号中「第２２条第１項」を「第２２条」に

改める。 

（杵築市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１０条 杵築市職員の給与に関する条例（平成１７年杵築市条

例第４１号）の一部を次のように改正する。 

第７条第３項中「地方公務員法」を「法」に改める。 

 第２４条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して

同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

 第２５条第２号中 「（ 同法第１６条第１号に該当して失職し

た職員を除く。）」を削る。 

 第２７条第１項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して

同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 
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 第２９条を次のように改める。 

（会計年度任用職員の給与） 

第２９条 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員

の給与については、別に条例で定める。 

 第３０条第６項中「、若しくは法第１６条第１号に該当して

同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

（杵築市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条例の一

部改正） 

第１１条 杵築市技能労務職員の給与の種類及び基準を定める条

例（平成１７年杵築市条例第４２号）の一部を次のように改正

する。 

第１２条中「、若しくは地方公務員法（昭和２５年法律第２

６１号。以下「法」という 。） 第１６条第１号に該当して法第

２８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第１３条中「、若しくは法第１６条第１号に該当して法第２

８条第４項の規定により失職し」を削る。 

第１４条第２項第１号中「法第２８条第４項」を「地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「法」という 。） 第２

８条第４項」に改め、 「（ 法第１６条第１号に該当する場合を

除く。）」を削る。 

 第１５条を次のように改める。 

（特定の職員についての適用除外等） 

第１５条 第４条、第６条、第１１条、第１３条及び前条の規

定は、法第２２条の２第１項に規定する職員（以下「会計年

度任用職員」という 。） には適用しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、法第２２条の２第１項第２号に

掲げる職員のうち、常時勤務を要する職員について定められ

ている勤務時間以上勤務した日（法令又は就業規程により、
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勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられた日を含む。 

）が１８日以上ある月が引き続いて１２月を超えるに至った

もので、その超えるに至った日以後引き続き当該勤務時間に

より勤務することとされているものに対して退職手当を支給

する。 

３ 第１２条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が６月

未満のものその他の任命権者が定めるものには適用しない。 

４ 第４条、第６条及び第１４条の規定は、法第２８条の４第

１項、第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは

第２項の規定により採用された職員には適用しない。 

 第１９条を削り、第２０条を第１９条とし、第２１条を第２

０条とする。 

 附則を附則第１項とし、同項に見出しとして 「（ 施行期日） 

」を付し、附則に次の１項を加える。 

（経過措置） 

２ 第１５条第２項に規定する職員以外の法第２２条の２第１

項第２号に掲げる職員の第１５条第２項に規定する勤務した

月が引き続いて６月を超えるに至った場合には、当分の間、

その者を同項の職員とみなして、この条例の規定を適用する。 

（杵築市職員の旅費に関する条例の一部改正） 

第１２条 杵築市職員の旅費に関する条例（平成１７年杵築市条

例第４４号）の一部を次のように改正する。 

 第２条第１項第１号中「常勤の職員」を「職員」に改める。 

（杵築市職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１３条 杵築市職員の退職手当に関する条例（平成１７年杵築

市条例第４５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。 

３ 前項の規定にかかわらず、法第２２条の２第１項第１号に
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掲げる者及び法第２８条の４第１項の規定により採用された

者には退職手当を支給しない。 

 第４条第２項中「地方公務員法」を「法」に改める。 

 第５条第１項第１号中「地方公務員法」を「法」に、「同法 

」を「法」に改める。 

 第６条第１項第１号中「地方公務員法」を「法」に、「同法 

」を「法」に改め、同項第２号中「地方公務員法」を「法」に

改める。 

 第１４条第３項第４号、第５項第２号及び第８項第４号中「 

地方公務員法」を「法」に改める。 

 第１６条第１０項中第３号を第４号とし、第２号を第３号と

し、第１号の次に次の１号を加える。 

（２） その者が次のいずれかに該当する場合 

ア 特定退職者であって、雇用保険法第２４条の２第１

項各号に掲げる者に相当する者として規則で定める者

のいずれかに該当し、かつ、市長が同項に規定する指

導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業

安定法（昭和２２年法律第１４１号）第４条第４項に

規定する職業指導を行うことが適当であると認めたも

の 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令

で定める理由により就職が困難な者であって、同法第

２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定

する指導基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行う

ことが適当であると認めたもの 

 第１６条第１１項第５号中「公共職業安定所」の次に「、職
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業安定法第４条第８項に規定する特定地方公共団体若しくは同

法第１８条の２に規定する職業紹介事業者」を加える。 

 第１８条第１項第２号中 「（ 同法第１６条第１号に該当する

場合を除く。）」を削る。 

 附則に次の２項を加える。 

１１ 令和４年３月３１日以前に退職した職員等に対する第１

６条第１０項の規定の適用については、同項中「第２８条ま

で」とあるのは「第２８条まで及び附則第５条」と、同項第

２号中「 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令

で定める理由により就職が困難な者であって、同法第

２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定

する指導基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行う

ことが適当であると認めたもの 

」とあるのは「 

イ 雇用保険法第２２条第２項に規定する厚生労働省令

で定める理由により就職が困難な者であって、同法第

２４条の２第１項第２号に掲げる者に相当する者とし

て規則で定める者に該当し、かつ、市長が同項に規定

する指導基準に照らして再就職を促進するために必要

な職業安定法第４条第４項に規定する職業指導を行う

ことが適当であると認めたもの 

ウ 特定退職者であって、雇用保険法附則第５条第１項

に規定する地域内に居住し、かつ、市長が同法第２４

条の２第１項に規定する指導基準に照らして再就職を

促進するために必要な職業安定法第４条第４項に規定
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する職業指導を行うことが適当であると認めたもの（ 

アに掲げる者を除く 。）  

」とする。 

１２ 第２条第２項に規定する者以外の常時勤務に服すること

を要しない者の同項に規定する勤務した月が引き続いて６月

を超えるに至った場合には、当分の間、その者を同項の職員

とみなして、この条例の規定を適用する。この場合において、

その者に対する第４条から第６条の２まで、第１０条及び第

１０条の２の規定による退職手当の額は、これらの規定によ

り計算した退職手当の額の１００分の５０に相当する金額と

する。 

（杵築市職員退職手当基金条例の一部改正） 

第１４条 杵築市職員退職手当基金条例（平成１７年杵築市条例

第６０号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「杵築市職員（市長、副市長、教育長及び杵築市職

員定数条例（平成１７年杵築市条例第２１号）第２条に規定す

る職員をいう。以下「職員」という 。） の退職により 、」 を「 

杵築市特別職の職員の給与等に関する条例（平成１７年杵築市

条例第３８号）及び杵築市職員の退職手当に関する条例（平成

１７年杵築市条例第４５号）の規定に基づき支給する」に改め

る。 

（杵築市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改

正） 

第１５条 杵築市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（ 

平成１７年杵築市条例第２１９号）の一部を次のように改正す

る。 

 第２条第１項中「及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６

１号）第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を占める
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職員（以下「職員」という。）」を「、地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する職員（以下

「会計年度任用職員」という。）、同法第２８条の４第１項、第

２８条の５第１項並びに第２８条の６第１項及び第２項の規定

により採用されたもの（以下「再任用職員」という 。） で同法

第２８条の５第１項及び第２８条の６第２項に規定する短時間

勤務の職を占めるもの並びに地方公務員の育児休業等に関する

法律（平成３年法律第１１０号）第１８条第１項及び地方公共

団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成１４年法

律第４８号）第５条の規定により採用されたもの（以下「任期

付短時間勤務職員」という 。） （以下「職員」という。）」に改

める。 

 第１４条及び第１５条中「、若しくは地方公務員法第１６条

第１号に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を

削る。 

 第１６条第１項中「職員」の次に 「（ 会計年度任用職員を除

く。）」を加え、同条中第４項を第５項とし、第３項を第４項と

し、同条第２項第２号中 「（ 同法第１６条第１号に該当する場

合を除く。）」を削り、同項を同条第３項とし、同条第１項の次

に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第２２条の２第１

項第２号に掲げる職員のうち、常時勤務を要する職員につい

て定められている勤務時間以上勤務した日（法令又は就業規

程により、勤務を要しないこととされ、又は休暇を与えられ

た日を含む 。） が１８日以上ある月が引き続いて１２月を超

えるに至ったもので、その超えるに至った日以後引き続き当

該勤務時間により勤務することとされているものに対して退

職手当を支給する。 
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 第２０条を次のように改める。 

（特定職員についての適用除外等） 

第２０条 第４条から第６条まで、第１２条、第１３条及び第

１５条の規定は、会計年度任用職員には適用しない。 

２ 第１４条の規定は、会計年度任用職員のうち、任期が６月

未満のものその他の任命権者が定めるものには適用しない。 

３ 第５条、第６条及び第１６条の規定は、再任用職員及び任

期付短時間勤務職員には適用しない。 

 第２２条を削り、第２３条を第２２条とする。 

 附則に次の１項を加える。 

３ 第１６条第２項に規定する職員以外の地方公務員法第２２

条の２第１項第２号に掲げる職員の第１６条第２項に規定す

る勤務した月が引き続いて６月を超えるに至った場合には、

当分の間、その者を同項の職員とみなして、この条例の規定

を適用する。 

（杵築市立山香病院定数条例の一部改正） 

第１６条 杵築市立山香病院定数条例（平成１７年杵築市条例第

２２３号）の一部を次のように改正する。 

  第１条中「常時勤務する一般職に属する職員（特別職及び臨

時の職員を除く。以下「職員」という。）」を「勤務する職員」

に改める。 

  第４条中「第２条」を「第３条」に改め、同条を第５条とし、

第３条を第４条とし、第２条を第３条とし、第１条の次に次の

１条を加える。 

（定義） 

第２条 この条例において「職員」とは、次に掲げるものを除

く杵築市立山香病院に勤務する職員をいう。 

（１） 地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号。以下「 
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法」という 。） 第３条第３項に規定する特別職 

（２） 法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員 

（３） 法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員 

（杵築市病院企業職員の退職手当に関する条例の一部改正） 

第１７条 杵築市病院企業職員の退職手当に関する条例（平成２

３年杵築市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  第２条第２項第２号中 「（ 同法第１６条第１号に該当する場

合を除く。）」を削る。 

 

附 則 

 この条例は、令和２年４月１日から施行する。ただし、第３条

中杵築市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第８条第

１項の改正規定 （「 第１６条第２号」を「第１６条第１号」に改

める部分に限る。）、第１０条中杵築市職員の給与に関する条例第

２４条第１項、第２５条第２号、第２７条第１項及び第３０条第

６項の改正規定、第１１条中杵築市技能労務職員の給与の種類及

び基準を定める条例第１２条、第１３条及び第１４条第２項第１

号の改正規定、第１３条中杵築市職員の退職手当に関する条例第

１８条第１項第２号の改正規定、第１５条中杵築市企業職員の給

与の種類及び基準に関する条例第１４条及び第１５条の改正規定

並びに同条例第１６条第３項第２号の改正規定（「（同法第１６条

第１号に該当する場合を除く。）」を削る部分に限る 。） 並びに第

１７条の改正規定は、令和元年１２月１４日から施行する。 
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議案第１３６号 

 

 

杵築市庁舎等複合施設整備基金条例の制定について 

 

 

杵築市庁舎等複合施設整備基金条例を次のように定める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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杵築市庁舎等複合施設整備基金条例 

 

（設置） 

第１条 庁舎等複合施設を整備するため、杵築市庁舎等複合施設

整備基金（以下「基金」という 。） を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定

める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実

かつ有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価

証券に代えることができる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に

計上して、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用等） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻

しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現

金に繰り替えて、又は一般会計歳入歳出予算の定めるところに

より歳入に繰り入れて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、庁舎等複合施設を整備するため必要な財源に充

てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定

める。 
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附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１３７号 
 
 

杵築市森林環境譲与税基金条例の制定について 
  

 
杵築市森林環境譲与税基金条例を次のように定める。 

 
 

令和元年９月３日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
 
              記 
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杵築市森林環境譲与税基金条例 
 

 （設置） 

第１条 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律（平成３１

年法律第３号）第３４条第１項の規定により森林の整備及びそ

の促進に関する施策を実施する費用に充てるため、杵築市森林

環境譲与税基金（以下「基金」という 。） を設置する。 

 （積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定

める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実

かつ有利な方法により保管しなければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価

証券に代えることができる。 

 （運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に

計上して、この基金に編入するものとする。 

（繰替運用） 

第５条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻

しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現

金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 市長は、第１条の費用に充てる場合に限り、基金の全部

又は一部を処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定

める。 
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附 則 
この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第１３８号 

 

 

杵築市立大田こども園条例の一部改正について 

 

 

杵築市立大田こども園条例の一部を改正する条例を次のように

定める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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杵築市立大田こども園条例の一部を改正する条例 
 

杵築市立大田こども園条例（平成２７年杵築市条例第５号）の

一部を次のように改正する。 
第５条第１号中「平成２４年法律第６５号」の次に「。以下「 

法」という 。」 を加える。 
 第６条各号及び第９条第２項中「子ども・子育て支援法」を「 
法」に改める。 
 第１１条第２項に次のただし書を加える。 
  ただし、法第３０条の５の認定を受けた利用者については、

認定を受けた期間における預かり保育料を免除する。 
 第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 
 （給食費） 
第１２条 法第１９条第１項第１号又は第２号の教育・保育給付

認定を受けた教育・保育給付認定子どもにおいて、こども園か

ら給食の提供を受けた場合は、別表第２に定める額を納付しな

ければならない。 
 別表第１の次に次の１表を加える。 
別表第２（第１２条関係） 

区分 給食費 
主食費 １月当たり ５００円 
副食費 １月当たり ３，５００円 

 
附 則 

この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議案第１３９号 

 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の運営に関する基準を定める条例の一部改正につい 

て 

 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 
の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する 
条例 

 
杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例（平成２６年杵築市条例第２１号）の一部

を次のように改正する。 
第２条第９号中「支給認定」を「教育・保育給付認定」に改め、

同条第１０号中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護

者」に改め、同条第１１号中「支給認定子ども」を「教育・保育

給付認定子ども」に改め、同条中第２４号を第２９号とし、第１

８号から第２３号までを５号ずつ繰り下げ、同条第１７号中「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同号を

同条第２２号とし、同条中第１６号を第２１号とし、第１５号を

第２０号とし、同条第１４号中「第１４条第１項」を「第７条第

１０項第５号」に改め、同号を同条第１９号とし、同条第１３号

中「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付認定の有効期間」

に改め、同号を同条第１８号とし、同条第１２号を同条第１７号

とし、同条第１１号の次に次の５号を加える。 
（１２） 満３歳以上教育・保育給付認定子ども 子ども・子

育て支援法施行令（平成２６年政令第２１３号。以下「 
令」という 。） 第４条第１項に規定する満３歳以上教育 
・保育給付認定子どもをいう。 

（１３） 特定満３歳以上保育認定子ども 令第４条第１項第

２号に規定する特定満３歳以上保育認定子どもをいう。 
（１４） 満３歳未満保育認定子ども 令第４条第２項に規定

する満３歳未満保育認定子どもをいう。 
（１５） 市町村民税所得割合算額 令第４条第２項第２号に
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規定する市町村民税所得割合算額をいう。 
（１６） 負担額算定基準子ども 令第１３条第２項に規定す

る負担額算定基準子どもをいう。 
第３条第１項中「良質かつ適切な」を「良質かつ適切であり、

かつ、子どもの保護者の経済的負担の軽減について適切に配慮さ

れた」に改める。 
第５条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に、「利用者負担」を「第１３条の規定により支払を受け

る費用に関する事項」に改める。 
第６条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保

護者」に改め、同条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育

給付認定子ども」に改め、同条第３項中「支給認定子ども」を「 
教育・保育給付認定子ども」に、「支給認定に」を「教育・保育

給付認定に」に改め、同条第４項中「支給認定保護者」を「教育 
・保育給付認定保護者」に改め、同条第５項中「支給認定子ども 
」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 

第７条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に、「第７３条第１項」を「附則第７３条第１項」に改め

る。 
第８条中「支給認定保護者」を「必要に応じて、教育・保育給

付認定保護者」に改め、「支給認定証」の次に 「（ 教育・保育給

付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合にあっては、

子ども・子育て支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号）

第７条第２項の規定による通知 ）」 を加え、「支給認定の有無、

支給認定子ども」を「教育・保育給付認定の有無、教育・保育給

付認定子ども」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付

認定の有効期間」に改める。 
第９条の見出し及び同条第１項中「支給認定」を「教育・保育
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給付認定」に改め、同条第２項中「支給認定の変更」を「教育・

保育給付認定の変更」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給

付認定保護者」に、「支給認定の有効期間」を「教育・保育給付

認定の有効期間」に改める。 
第１０条及び第１１条中「支給認定子ども」を「教育・保育給

付認定子ども」に改める。 
第１３条第１項中 「（ 特別利用保育及び特別利用教育を含む。

以下この条、次条及び第１９条において同じ。）」を削り、「支給

認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認

定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。）」に、「法第

２７条第３項第２号に掲げる額（特定教育・保育施設が特別利用

保育を提供する場合にあっては法第２８条第２項第２号に規定す

る市町村が定める額とし、特別利用教育を提供する場合にあって

は同項第３号に規定する市町村が定める額とする。）」を「満３歳

未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者についての

法第２７条第３項第２号に掲げる額」に改め、同条第２項中「支

給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、 「（ そ

の額が現に当該特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、

当該現に特定教育・保育に要した費用の額）をいい、当該特定教

育・保育施設が特別利用保育を提供する場合にあっては法第２８

条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定

した費用の額（その額が現に当該特別利用保育に要した費用の額

を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額）を、

特別利用教育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する内

閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額（その額が現に

当該特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特

別利用教育に要した費用の額 ）」 を削り、同条第３項中「支給認

定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、同条第４項
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中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、

同項第３号中「食事の提供」の次に 「（ 次に掲げるものを除く。 
）」 を加え、 「（ 法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前

子どもに対する食事の提供に要する費用を除き、同項第２号に掲

げる小学校就学前子どもについては主食の提供に係る費用に限る。 
）」 を削り、同号に次のように加える。 
   ア 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育

給付認定子どものうち、その教育・保育給付認定保護者

及び当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属す

る者に係る市町村民税所得割合算額がそれぞれ（ア）又

は（イ）に定める金額未満であるものに対する副食の提

供 
（ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども ７７，

１０１円 
（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満

３歳以上保育認定子どもを除く。イ（イ）において

同じ 。）  ５７，７００円（令第４条第２項第６号

に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあって

は、７７，１０１円） 
イ 次の（ア）又は（イ）に掲げる満３歳以上教育・保育

給付認定子どものうち、負担額算定基準子ども又は小学

校第３学年修了前子ども（小学校、義務教育学校の前期

課程又は特別支援学校の小学部の第１学年から第３学年

までに在籍する子どもをいう。以下イにおいて同じ 。）

が同一の世帯に３人以上いる場合にそれぞれ（ア）又は

（イ）に定める者に該当するものに対する副食の提供（ 
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アに該当するものを除く 。）  
（ア） 法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額

算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（ 
そのうち最年長者及び２番目の年長者である者を除

く 。） である者 
（イ） 法第１９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子

どもに該当する教育・保育給付認定子ども 負担額

算定基準子ども（そのうち最年長者及び２番目の年

長者である者を除く 。） である者 
ウ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

 第１３条第５項及び第６項中「支給認定保護者」を「教育・保

育給付認定保護者」に改める。 
 第１４条第１項中「をいい、法第２８条第１項に規定する特例

施設型給付費を含む」を「をいう」に、「及び第１９条」を「、

第１９条及び第３６条第３項」に、「支給認定保護者」を「教育 
・保育給付認定保護者」に改め、同条第２項中「支給認定保護者 
」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 
 第１６条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改める。 
 第１７条中「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子ど

もの」に、「支給認定子ども又はその保護者」を「当該教育・保

育給付認定子ども又は当該教育・保育給付認定子どもに係る教育 
・保育給付認定保護者」に改める。 
 第１８条中「支給認定子どもに」を「教育・保育給付認定子ど

もに」に、「当該支給認定子どもの保護者」を「、当該教育・保

育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改める。 
 第１９条の見出し中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認
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定保護者」に改め、同条中「支給認定子どもの保護者」を「教育 
・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者」に改め

る。 
 第２０条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担そ

の他の」を「第１３条の規定により教育・保育給付認定保護者か

ら支払を受ける」に改める。 
 第２１条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改める。 
 第２４条（見出しを含む。）、第２５条及び第２６条中「支給認

定子ども」を「教育・保育給付認定子ども」に改める。 
第２７条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「支給認定子どもに」

を「教育・保育給付認定子どもに」に、「支給認定子どもの保護

者」を「教育・保育給付認定子どもの保護者」に改める。 
 第２８条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改める。 
 第３０条第１項中「支給認定子ども又は支給認定保護者」を「 
教育・保育給付認定子ども又は教育・保育給付認定保護者」に、

「支給認定子どもの」を「教育・保育給付認定子どもの」に、「 
支給認定子ども等」を「教育・保育給付認定子ども等」に改め、

同条第３項及び第４項中「支給認定子ども等」を「教育・保育給

付認定子ども等」に改める。 
 第３２条第２項及び第４項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改める。 
 第３４条第２項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改め、同項第２号中「に規定する提供した特定教育・

保育に係る必要な事項」を「の規定による特定教育・保育」に改

め、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 
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 第３５条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「を含むものとして、

本章」を「を、施設型給付費には特例施設型給付費（法第２８条

第１項の特例施設型給付費をいう。次条第３項において同じ 。）

を、それぞれ含むものとして、前節」に、「支給認定子ども」を

「教育・保育給付認定子ども」に、「とする」を「と、第１３条

第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは「法

第２８条第２項第２号の内閣総理大臣が定める基準により算定し

た費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特別利用

保育を受ける者を除く。）」と、同号イ（イ）中「除く」とあるの

は「除き、特別利用保育を受ける者を含む」とする」に改める。 
 第３６条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「を含む」を「を、施

設型給付費には特例施設型給付費を、それぞれ含む」に、「本章 
」を「前節」に、「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定子

ども」に、「同項第１号」を「同項第１号又は第２号」に、「第

１３条第４項第３号中「除き、同項第２号に掲げる小学校就学前

子どもについては主食の提供に係る費用に限る。）」とあるのは「 
除く。）」を 「「 同号に掲げる」を「同項第１号に掲げる」と、第

１３条第２項中「法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるの

は「法第２８条第２項第３号の内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額」と、同条第４項第３号イ（ア）中「教育・保

育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども（特

別利用教育を受ける者を含む。）」と、同号イ（イ）中「を除く」

とあるのは「及び特別利用教育を受ける者を除く」に改める。 
 第３７条第１項中「のうち家庭的保育事業にあっては、その」

を 「（ 事業所内保育事業を除く 。） の」に、「）の数を」を「）
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の数は、家庭的保育事業にあっては」に改め、「Ａ型をいう」の

次に「。第４２条第３項第１号において同じ」を、「Ｂ型をいう 
」の次に「。第４２条第３項第１号において同じ」を加え、「、

その利用定員の数を」を削り、「附則第４条」を「附則第３条」

に改める。 
 第３８条第１項中「利用者負担」を「第４３条の規定により支

払を受ける費用に関する事項」に改める。 
 第３９条第１項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定

保護者」に改め、同条第２項中「同号に掲げる小学校就学前子ど

もに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども（ 
特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において同じ。 
）」 に、「支給認定に」を「教育・保育給付認定に」に、「支給

認定子どもが」を「満３歳未満保育認定子どもが」に改め、同条

第３項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」に

改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定

子ども」に改める。 
 第４０条第２項中「法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定

子ども」に、「第７３条第１項」を「附則第７３条第１項」に改

める。 
 第４１条中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども 
」に改める。 
 第４２条第１項中「この項」の次に「から第５項まで」を加え、

同項第１号中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定子ども 
」に改め、同項第２号中「をいう」の次に「。以下この条におい

て同じ」を加え、同項第３号中「支給認定子ども」を「満３歳未

満保育認定子ども」に、「支給認定保護者」を「教育・保育給付

認定保護者」に改め、同条第４項中「支給認定子ども」を「満３
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歳未満保育認定子ども」に改め、同項を同条第９項とし、同条第

３項中「を行う者であって、第３７条第２項の規定により定める

利用定員が２０人以上のもの」を 「（ 第３７条第２項の規定によ

り定める利用定員が２０人以上のものに限る。次項において「保

育所型事業所内保育事業」という 。） を行う者」に改め、同項を

同条第７項とし、同項の次に次の１項を加える。 
８ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち、児童福祉法第６

条の３第１２項第２号に規定する事業を行うものであって、市

長が適当と認めるもの（附則第４条において「特例保育所型事

業所内保育事業者」という 。） については、第１項本文の規定

にかかわらず、連携施設の確保をしないことができる。 
 第４２条第２項を同条第６項とし、同条第１項の次に次の４項

を加える。 
２ 市長は、特定地域型保育事業者による代替保育の提供に係る

連携施設の確保が著しく困難であると認める場合であって、次

の各号に掲げる要件の全てを満たすと認めるときは、前項第２

号の規定を適用しないこととすることができる。 
（１） 特定地域型保育事業者と前項第２号に掲げる事項に係

る連携協力を行う者との間でそれぞれの役割の分担及び

責任の所在が明確化されていること。 
（２） 前項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者の本

来の業務の遂行に支障が生じないようにするための措置

が講じられていること。 
３ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、次の各号に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を第１

項第２号に掲げる事項に係る連携協力を行う者として適切に確

保しなければならない。 
（１） 当該特定地域型保育事業者が特定地域型保育事業を行
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う場所又は事業所（次号において「事業実施場所」とい

う 。） 以外の場所又は事業所において代替保育が提供さ

れる場合 小規模保育事業Ａ型若しくは小規模保育事業

Ｂ型又は事業所内保育事業を行う者（次号において「小

規模保育事業Ａ型事業者等」という 。）  
（２） 事業実施場所において代替保育が提供される場合 事

業の規模等を勘案して小規模保育事業Ａ型事業者等と同

等の能力を有すると市が認める者 
４ 市長は、特定地域型保育事業者による第１項第３号に掲げる

事項に係る連携施設の確保が著しく困難であると認めるときは、

同号の規定を適用しないこととすることができる。 
５ 前項の場合において、特定地域型保育事業者は、児童福祉法

第５９条第１項に規定する施設のうち、次に掲げるもの（入所

定員が２０人以上のものに限る 。） であって、市長が適当と認

めるものを第１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う者

として適切に確保しなければならない。 
（１） 法第５９条の２第１項の規定による助成を受けている

者の設置する施設（児童福祉法第６条の３第１２項に規

定する業務を目的とするものに限る 。）  
（２） 児童福祉法第６条の３第１２項に規定する業務又は同

法第３９条第１項に規定する業務を目的とする施設であ

って、同法第６条の３第９項第１号に規定する保育を必

要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係

る地方公共団体の補助を受けているもの 
 第４３条第１項中 「（ 特別利用地域型保育及び特定利用地域型

保育を含む。以下この条において同じ。）」を削り、「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、 「（ 当該特定地

域型保育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、
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法第３０条第２項第２号に規定する市町村が定める額とし、特定

利用地域型保育を提供する場合にあっては同項第３号に規定する

市町村が定める額とする。）」を削り、同条第２項中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改め、 「（ その額が現

に当該特定地域型保育に要した費用の額を超えるときは、当該現

に特定地域型保育に要した費用の額）をいい、当該特定地域型保

育事業者が特別利用地域型保育を提供する場合にあっては、法第

３０条第２項第２号に規定する内閣総理大臣が定める基準により

算定した費用の額（その額が現に当該特別利用地域型保育に要し

た費用の額を超えるときは、当該現に特別利用地域型保育に要し

た費用の額）を特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、

同項第３号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した

費用の額（その額が現に当該特定利用地域型保育に要した費用の

額を超えるときは、当該現に特定利用地域型保育に要した費用の

額 ）」 を削り、同条第３項から第６項までの規定中「支給認定保

護者」を「教育・保育給付認定保護者」に改める。 
 第４６条第５号中「支給認定保護者から受領する利用者負担そ

の他の」を「第４３条の規定により教育・保育給付認定保護者か

ら支払を受ける」に改める。 
 第４７条第１項及び第２項ただし書中「支給認定子ども」を「 
満３歳未満保育認定子ども」に改める。 
 第４９条第２項中「支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定

子ども」に改め、同項第２号中「に規定する提供した特定地域型

保育に係る必要な事項」を「の規定による特定地域型保育」に改

め、同項第３号中「に規定する」を「の規定による」に改める。 
 第５０条中「特定地域型保育事業」を「特定地域型保育事業者、

特定地域型保育事業所及び特定地域型保育」に、「第１４条第１

項」を「第１１条中「教育・保育給付認定子どもについて」とあ
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るのは「教育・保育給付認定子ども（満３歳未満保育認定子ども

に限り、特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この節にお

いて同じ 。） について」と、第１２条の見出し中「教育・保育」

とあるのは「地域型保育」と、第１４条の見出し中「施設型給付

費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第１項」に、「を

いい、法第２８条第１項に規定する特例施設型給付費を含む。以

下この項及び第１９条において同じ。）」を「をいう。以下この項、

第１９条及び第３６条第３項」に、「をいい、法第３０条第１項

に規定する特例地域型保育給付費を含む。以下この項及び第５０

条において準用する第１９条において同じ。）」を「をいう。以下

この項及び第５０条において準用する第１９条において同じ。）」

に、「同条第２項及び第１９条中「特定教育・保育」とあるのは

「特定地域型保育」と、同条中」を「同条第２項中「特定教育・

保育に」とあるのは「特定地域型保育に」と、「特定教育・保育

の」とあるのは「特定地域型保育の」と、「特定教育・保育提供

証明書」とあるのは「特定地域型保育提供証明書」と、第１９条

中「特定教育・保育を」とあるのは「特定地域型保育を」と 、」

に改める。 
 第５１条第１項中「支給認定子ども」を「教育・保育給付認定

子ども」に改め、同条第２項中「支給認定子ども及び」を「教育 
・保育給付認定子ども及び」に、「同項第３号に掲げる小学校就

学前子どもに該当する支給認定子ども」を「満３歳未満保育認定

子ども」に、「支給認定子どもを」を「教育・保育給付認定子ど

もを」に改め、同条第３項中「特別利用地域型保育を含むものと

して、本章（第３９条第２項及び第４０条第２項を除く。）」を「 
特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給

付費（法第３０条第１項の特例地域型保育給付費をいう。次条第

３項において同じ 。） を、それぞれ含むものとして、この章（第
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４０条第２項を除き、前条において準用する第８条から第１４条

まで（第１０条及び第１３条を除く。次条第３項において同じ。）、

第１７条から第１９条まで及び第２３条から第３３条までを含む。 
）」 に改め、同項に後段として次のように加える。 
  この場合において、第３９条第２項中「利用の申込みに係る

法第１９条第１項第３号に掲げる小学校就学前子どもの数」と

あるのは「利用の申込みに係る法第１９条第１項第１号に掲げ

る小学校就学前子どもの数」と、「満３歳未満保育認定子ども

（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。以下この章において

同じ。）」とあるのは「法第１９条第１項第１号又は第３号に掲

げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども

（第５２条第１項の規定により特定利用地域型保育を提供する

場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第１

９条第１項第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育 
・保育給付認定子どもを含む。）」と、「教育・保育給付認定に

基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を

受ける必要性が高いと認められる満３歳未満保育認定子どもが

優先的に利用できるよう 、」 とあるのは「抽選、申込みを受け

た順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育

に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法によ

り」と、第４３条第１項中「教育・保育給付認定保護者」とあ

るのは「教育・保育給付認定保護者（特別利用地域型保育の対

象となる法第１９条第１項第１号に掲げる小学校就学前子ども

に該当する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認

定保護者を除く。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１

号に掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第２号の内閣総

理大臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第３項

中「前２項」とあるのは「前項」と、同条第４項中「前３項」
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とあるのは「前２項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる

費用及び食事の提供（第１３条第４項第３号ア又はイに掲げる

ものを除く 。） に要する費用」と、同条第５項中「前各項」と

あるのは「第２項から第４項まで」とする。 
 第５２条第１項及び第２項中「支給認定子ども」を「教育・保

育給付認定子ども」に改め、同条第３項中「特定地域型保育には

特定利用地域型保育を含むものとして、本章」を「特定利用地域

型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それ

ぞれ含むものとして、この章」に改め、同項に後段として次のよ

うに加える。 
  この場合において、第４３条第１項中「教育・保育給付認定

保護者」とあるのは「教育・保育給付認定保護者（特定利用地

域型保育の対象となる法第１９条第１項第２号に掲げる小学校

就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども（特定満３

歳未満保育認定子どもに限る 。） に係る教育・保育給付認定保

護者に限る。）」と、同条第２項中「法第２９条第３項第１号に

掲げる額」とあるのは「法第３０条第２項第３号の内閣総理大

臣が定める基準により算定した費用の額」と、同条第４項中「 
掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供（特定利

用地域型保育の対象となる特定満３歳以上保育認定子どもに対

するもの及び満３歳以上保育認定子どもに係る第１３条第４項

第３号ア又はイに掲げるものを除く 。） に要する費用」とする。 
 附則第２条第１項中 「（ 法第２７条第３項第２号に掲げる額（ 
特定教育・保育施設が」とあるのは 「（ 当該特定教育・保育施設

が」と、「額とし」とあるのは「額をいい」と、「定める額とす

る 。） をいう。）」とあるのは「定める額をいう。）」を「教育・保

育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども」とあるのは「教

育・保育給付認定保護者（満３歳未満保育認定子ども（特定保育
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所（法附則第６条第１項に規定する特定保育所をいう。次項にお

いて同じ 。） から特定教育・保育（保育に限る。第１９条におい

て同じ 。） を受ける者を除く。以下この項において同じ。）」に、

「（ 法第２７条第３項第１号に掲げる額」とあるのは 「（ 法附則

第６条第３項の規定により読み替えられた法第２８条第２項第１

号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額 
」を「当該特定教育・保育」とあるのは「当該特定教育・保育（ 
特定保育所における特定教育・保育（保育に限る 。） を除く。）」

に改める。 
 附則第３条を削り、附則第４条を附則第３条とし、附則第５条

中「特定地域型保育事業者」の次に 「（ 特例保育所型事業所内保

育事業者を除く。）」を加え、「５年」を「１０年」に改め、同条

を附則第４条とする。 
 

附 則 
この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議案第１４０号 

 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 

の利用者負担額に関する条例の一部改正について 

 

 

杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業 
の利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例 

 
杵築市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負

担額に関する条例（平成２６年杵築市条例第３３号）の一部を次

のように改正する。 
第２条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 
第３条第１号中「第１９条第１項第１号」の次に「及び第２号 

」を加え、「別表第１に定める額」を「０円」に改め、同条第２

号を削り、同条第３号中「別表第３」を「別表」に改め、同号を

同条第２号とする。 
第４条中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。 
別表第１から別表第３までを削り、附則の次に次の１表を加え

る。 
別表（第３条関係） 

各月初日の児童の属す

る世帯の階層区分 
利用者負担額（月額） 

階層

区分 
定義 子ども・子育て支援法施行規則（ 

平成２６年内閣府令第４４号。以

下「府令」という 。） 第４条にお

ける保育必要量の認定区分 
保育標準時間 保育短時間 

第１

階層 
生活保護法（昭和

２５年法律第１４

４号）による被保 

０円 ０円 
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 護世帯（単給世帯

を含む 。） 及び中

国残留邦人等の円

滑な帰国の促進並

びに永住帰国した

中国残留邦人等及

び特定配偶者の自

立の支援に関する

法律（平成６年法

律第３０号）によ

る支援給付受給世

帯 

  

第２

階層 
第１

階層 
市町村民税

非課税世帯 
０円 ０円 

第３

階層 
を除

き、

当該

年度

分の

市町

村民 

市町村民税

均等割課税

世帯及び市

町村民税所

得割課税額

４８，６０

０円未満 

１４，５００円 １３，５００円 

第４

階層 
税の

額の

区分 

市町村民税

所得割課税

額７２，８ 

２０，５００円 １９，５００円 

 が次 ００円未満   
第５

階層 
の区

分に 
市町村民税

所得割課税 
２４，５００円 ２３，５００円 
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 該当

する 
額９７，０

００円未満 
  

第６

階層 
世帯 市町村民税

所得割課税

額１１５，

０００円未

満 

３０，５００円 ２９，５００円 

第７

階層 
 市町村民税

所得割課税

額１６９，

０００円未

満 

３６，５００円 ３５，５００円 

第８

階層 
 市町村民税

所得割課税

額２３５，

０００円未

満 

４２，５００円 ４１，５００円 

第９

階層 
 市町村民税

所得割課税

額３０１，

０００円未

満 

４８，５００円 ４７，５００円 

第１

０階 
層 

 市町村民税

所得割課税 
額３０１，

０００円以

上 

６０，０００円 ５９，０００円 

 備考 
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 １ ４月から８月までの間に教育・保育給付認定保護者の属

する世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表

中「当該年度分」とあるのは「前年度分」とする。 
 ２ 階層区分の認定における当該年度（４月から８月までの

間にあっては、前年度）分の市町村民税の課税状況は、教

育・保育給付認定保護者（教育・保育給付認定保護者の前

年（１月から８月までの間にあっては、前々年）の収入の

合計が１００万円未満の場合であって、当該教育・保育給

付認定保護者以外の同居の扶養義務者（主としてその収入

により生計を維持するものに限る 。） があるときは、当該

扶養義務者）に係る当該市町村民税の合計額により判定す

るものとする。 
 ３ この表において、「均等割」とは地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等

割を、「所得割」とは同項第２号に規定する所得割（同法

第３２８条の規定によって課するものを除く 。） をいう。 
 ４ 所得割の額を計算する場合においては、地方税法第３１

４条の７、第３１４条の８及び第３１４条の９並びに附則

第５条第３項、附則第５条の４第６項、附則第５条の４の

２第６項、附則第５条の５第２項並びに附則第４５条の規

定は適用しないものとする。 
 ５ この表において、「保育標準時間」とは府令第４条第１

項の規定により、１月当たり平均２７５時間まで（１日当

たり１１時間までに限る 。） の区分において認定を受けた

保育必要量を、「保育短時間」とは同項の規定により、１

月当たり平均２００時間まで（１日当たり８時間までに限

る 。） の区分において認定を受けた保育必要量をいう。 
 ６ 教育・保育給付認定保護者が里親である場合における当
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該里親に係る利用者負担額は０円とする。 
 ７ 児童の属する世帯が第３階層と認定された世帯又は市町

村民税所得割課税額が４８，６００円以上７７，１０１円

未満の世帯であって、教育・保育給付認定保護者又は当該

教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が生活

保護法第６条第２項に規定する要保護者又は府令第２２条

各号に規定する者のいずれかに該当する場合のこれらの者

の属する世帯の場合は、この表の規定にかかわらず、それ

ぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。 
階層

区分 
定義 利用者負担額（月額） 

保育標準時間 保育短時間 
第２

階層 
市町村民税非課税世帯 ０円 ０円 

第３

階層 
市町村民税均等割課税世

帯及び市町村民税所得割

課税額４８，６００円未

満 

６，７５０円 ６，２５０円 

第４

階層 
市町村民税所得割課税額

４８，６００円以上７

２，８００円未満 

９，０００円 ８，５００円 

第５ 市町村民税所得割課税額 ９，０００円 ８，５００円 
階層 ７２，８００円以上７

７，１０１円未満 
  

 ８ 児童の属する世帯が第１階層又は第２階層以外の世帯で

あって、同一世帯から２人以上の児童が保育所、幼稚園、

認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは情緒障害児短

期治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医

療型児童発達支援を利用している場合において、次表の第
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１欄に掲げる児童が特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業を利用している際には、第２欄により計算して得た

額をその児童の利用者負担額とする。ただし、児童の属す

る世帯が７に掲げる世帯の場合の第２階層及び第３階層の

第２欄については、７に掲げる利用者負担額により計算し

て得た額とする。 
第１欄 第２欄 

ア 上記８に掲げる施設を利用して

いる児童のうち、年長者（該当す

る児童が２人以上の場合は、その

うち１人とする 。）  

別表に定める額 

イ 上記８に掲げる施設を利用して

いるア以外の児童のうち、年長者

（該当する児童が２人以上の場合

は、そのうち１人とする 。）  

別表に定める額×０．５ 

ウ 上記８に掲げる施設を利用して

いる上記以外の児童 
０円 

（注）１０円未満の端数は、切り捨てる。 
 ９ 児童の属する世帯の市町村民税所得割課税額が５７，７

００円未満であって、教育・保育給付認定保護者と生計を

一にする子ども・子育て支援法施行令（平成２６年政令第

２１３号）第１４条に規定する特定被監護者等がいる世帯

において、次表の第１欄に掲げる児童については、それぞ

れ第２欄により計算して得た額をその児童の利用者負担額

とする。 
第１欄 第２欄 

ア 特定被監護者等のうち小学校就 別表に定める額×０．５ 
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学前子ども以外の者が１人のみで

ある場合における負担額算定基準

子どものうち最年長者である満３

歳未満保育認定子ども 

 

イ 全ての特定被監護者等が小学校

就学前子どもの場合における負担

額算定基準子どものうち２番目の

年長者である満３歳未満保育認定

子ども 

別表に定める額×０．５ 

ウ 特定被監護者等のうち小学校就

学前子ども以外の者が２人以上い

る場合における負担額算定基準子

どものうち最年長者である満３歳

未満保育認定子ども 

０円 

エ 特定被監護者等のうち小学校就

学前子ども以外の者がいる場合に

おける負担額算定基準子どものう

ち２番目の年長者である満３歳未

満保育認定子ども 

０円 

（注）１０円未満の端数は、切り捨てる。 
 

附 則 
この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 
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議案第１４１号 

 

 

杵築市消防団条例の一部改正について 

 

 

杵築市消防団条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市消防団条例の一部を改正する条例 

 

杵築市消防団条例（平成１７年杵築市条例第１８６号）の一部

を次のように改正する。 

第６条第１号を削り、同条第２号を同条第１号とし、同条第３

号中「免職の処分を受けた者」を「懲戒免職の処分を受け、当該

処分の日から２年を経過しない者」に改め、同号を同条第２号と

し、同条第４号を同条第３号とする。 

 

附 則 

この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 
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議案第１４２号 

 

 

杵築市立杵築幼稚園預かり保育条例の制定について 

 

 

杵築市立杵築幼稚園預かり保育条例を次のように定める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

 

 

杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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   杵築市立杵築幼稚園預かり保育条例 

 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、杵築市立杵築幼稚園において、保護者の生

活形態の多様化等により、保育の延長を要する園児に対し、幼

稚園の教育時間以外の時間帯における保育（以下「預かり保育 

」という 。） を実施することに関し必要な事項を定めるものと

する。 

（形態） 

第２条 預かり保育の形態は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 通年利用 年間を通じて利用することをいう。 

 （２） 期間利用 一定期間又は継続的若しくは断続的に利用

することをいう。 

 （３） 一時利用 緊急又は一時的に利用することをいう。 

（対象園児） 

第３条 預かり保育の対象となる園児は、杵築市立幼稚園条例（ 

平成１７年杵築市条例第１９４号）第２条に規定する幼稚園に

在籍し、保護者が預かり保育を希望する園児で、教育委員会が

預かり保育を必要と認めるものとする。 

（実施日） 

第４条 預かり保育の実施日は、月曜日から土曜日までとする。

ただし、次に掲げる日は実施しないものとする。 

（１） 国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号 

）に規定する休日 

（２） １２月２９日から翌年１月３日までの日 

（３） その他教育委員会が必要と認める日 

（実施時間） 

第５条 預かり保育の実施時間は、教育委員会規則で定める。 
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（預かり保育料） 

第６条 預かり保育の保育料（以下「預かり保育料」という 。）

は、別表のとおりとする。 

２ 前項の預かり保育料は、当該月の利用日数に応じて、翌月の

１０日までに納付しなければならない。 

（預かり保育料の減免） 

第７条 市長は、特に必要があると認めるときは、預かり保育料

を減額し、又は免除することができる。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会

規則で定める。 

 

附 則 

 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 

別表（第６条関係） 

実施日 預かり保育料 

月曜日から金曜日まで（第４条各号に掲げ

る日及び長期休業日（学年始休業日、夏季

休業日、冬季休業日及び学年末休業日をい

う。以下同じ 。） を除く 。）  

１日当たり２００円 

土曜日及び長期休業日（第４条各号に掲げ

る日を除く 。）  

１日当たり３００円 
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議案第１４３号 

 

 

訴訟上の和解について 

 

 

 次のとおり訴訟上の和解をすることについて、地方公営企業法

（昭和２７年法律第２９２号）第４０条第２項及び杵築市立山香

病院事業の設置等に関する条例（平成２２年杵築市条例第３７号 

）第８条の規定により適用する地方自治法（昭和２２年法律第６

７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号の規定により、議会

の議決を求める。 

 

 

令和元年９月３日提出 

 

 

               杵築市長  永 松  悟 

 

 

              記 
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１ 相 手 方 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

        ■■■■■■■ 

 

２ 事 件 名 大分地方裁判所 ■■■■■■■■■■■■■ 

損害賠償請求事件 

 

３ 事件の概要 

  本件は、平成２４年１月２４日に杵築市立山香病院で相手方

が■■■■■■■のため■■■■■及び■■■■■を受け、術

後に麻痺が認められたため、平成２９年１２月２６日に相手方

が損害賠償を求めたものである。 

  本件は、訴訟の係属中、１２回の口頭弁論等を経た後、裁判

所から職権による和解勧告がなされたため、和解しようとする

ものである。 

 

４ 損害賠償の額その他の和解条項 

（１）市は、相手方に対し、本件解決金として、３，０００万

円の支払義務があることを認める。 

（２）市は、相手方に対し、上記金額を、本件の訴訟上の和解

成立から３０日以内に相手方の指定する銀行口座に振り込

む方法により支払う。なお、振込手数料は、市の負担とす

る。 

（３）相手方は、本件に関し、市及び本件に関与した市の医療

従事者（本件当時市に在籍していた者を含む 。） に対して、

今後一切の民事責任、刑事責任及び行政責任を追及しない

ことを約束する。 

（４）相手方は、その余の請求を放棄する。 

（５）相手方と市とは、相手方と市との間には、本件に関し、

72



本和解条項で定めるもののほか、何らの債権債務がないこ

とを相互に確認する。 

（６）訴訟費用は、各自の負担とする。 
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議案第１４４号 
 
 

市道の路線廃止及び路線認定について 
 
 
  道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定に 

より市道の路線を次のように廃止し、同法第８条第２項の規定に 
より、市道の路線を次のように認定する。 

 
 

令和元年９月３日提出 
  
  

杵築市長  永 松  悟 
 

 
              記 
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１ 廃止する路線 

 路線名    
  延長   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

  幅員   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

       起   点     
備考  

       終   点     

城山錦城線  404.3  
2.5～  

25.0   

杵築市大字杵築字浜蔵 19番 2 地先       

杵築市大字杵築字北浜 665 番 303 地先    

 

 
 ２ 認定する路線 

 路線名    
  延長   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

  幅員   

 (ﾒｰﾄﾙ)  

       起   点     
備考  

       終   点     

乙房前田線  230.0  
2.5～  

8.5  

杵築市山香町大字下字乙房 1270 番 4 地 

先       

杵築市山香町大字下字前田 884 番 地先   

 

城山北浜線  370.0  
6.0～  

25.0   

杵築市大字杵築字浜蔵 19番 2 地先       

杵築市大字杵築字北浜 665 番 388 地先    

 

南杵築田渕  

線      
38.5  

5.0～  

10.0   

杵築市大字南杵築字田渕 2390 番 8 地先 

杵築市大字南杵築字田渕 2390 番 7 地先 

 

 

近松寺３号  

線      
44.0  

6.2～  

8.2  

杵築市大字南杵築字近松寺 463 番 10 地 

先       

杵築市大字南杵築字近松寺 463 番 12 地 

先       

 

池ノ内１号  

線      
38.0  

6.1～  

10.2   

杵築市大字南杵築字池ノ内 498 番 9 地  

先       

杵築市大字南杵築字池ノ内 498 番 7 地  

先       

 

 

池ノ内２号  

線      

 

38.0  

 

9.1～  

14.1   

杵築市大字南杵築字池ノ内 500 番 6 地  

先       

杵築市大字南杵築字池ノ内 501 番 7 地  
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先       

東大内山光  

月線    
175.0  

2.5～  

4.2  

杵築市大字大内字光月 3257 番 2 地先   

杵築市大字大内字光月 3270 番 12 地先  

 

鍋倉古屋敷  

線      
210.0  

3.0～  

17.0   

杵築市大字守江字古屋敷 97 番 1 地先   

杵築市大字守江字古屋敷 130 番 2 地先  
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2.5m ～ 25.0m

しろやまきんじょうせん

城 山 錦 城 線

Ｌ = 404.3m
W =

廃 止

城山公園

杵築中学校建設区域

八坂川

杵築城

国道２１３号

市道大分交通線線
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おとぼまえだせん

乙 房 前 田 線

Ｌ = 230.0m
W = 2.5m ～ 8.5m

認 定

立石川

市道立石線

市道山志手線

市道茶園線

市道鬼塚山志手線
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6.0m ～ 25.0m

しろやまきたはません

城 山 北 浜 線

Ｌ = 370.0m
W =

認 定

城山公園

杵築中学校建設区域

八坂川

杵築城

国道２１３号

市道大分交通線線
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           みなみきつきたぶちせん

南 杵 築 田 渕 線

Ｌ = 38.5m
W = 5.0m ～ 10.0m

認 定

セブンイレブン

南杵築店

江藤接骨院

主要地方道 大田杵築線

市道新町守末線
市道今村旧祇園駅線

市道杵築祇園駅宗近線

市道宗近六郎丸線

市道一ツ屋線

市道一ツ屋支線

市道守末下原線
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きんしょうじさんごうせん

近 松 寺 ３ 号 線

Ｌ = 44.0m
W = 6.2m ～ 8.2m

認 定

市道据場樋本線

市道近松寺線

市道近松寺２号線

妙経寺

大正保育園

市道下原錦江橋線

市道下原杉山線

市道下司横断線

市道東下司下原線
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いけのうちいちごうせん

池 ノ 内 １ 号 線

Ｌ = 38.0m
W = 6.1m ～ 10.2m

認 定

市道据場樋本線

市道近松寺線

市道近松寺２号線

妙経寺

大正保育園

市道下原錦江橋線

市道下原杉山線

市道下司横断線

市道東下司下原線
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9.1m ～ 14.1m

いけのうちにごうせん

池 ノ 内 ２ 号 線

Ｌ = 38.0m
W =

認 定

市道据場樋本線

市道近松寺線

市道近松寺２号線

妙経寺

大正保育園

市道下原錦江橋線

市道下原杉山線

市道下司横断線

市道東下司下原線

83



　　　　ひがしおおうちやまこうげつせん

東 大 内 山 光 月 線

Ｌ = 175.0m
W = 2.5m ～ 4.2m

認 定

東大内山地区
集落センター

市道東大内山灘手線

市道東大内山線

市道大内駅東線

市道東大内山下原線
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3.0m ～ 17.0mW =

なべくらこやしきせん

鍋 倉 古 屋 敷 線

Ｌ = 210.0m

認 定

鍋倉ダム

市道松川線

市道鍋倉線
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報告第２１号 
 
 
   専決処分の承認を求めることについて 
 
 
 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規 
定により、別紙のように専決処分したので、同条第３項の規定に 
より報告し、承認を求める。 
 
 
  令和元年９月３日提出 
 
 

杵築市長  永 松  悟 
 
               
              記 
 
 

令和元年度杵築市一般会計補正予算（第２号）・・・別冊 
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 報告第２２号 

 

 

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

    健全化判断比率の算定について 

 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第 

 ９４号）第３条第１項の規定により、平成３０年度決算に基づく 

 健全化判断比率について、杵築市監査委員の意見を付けて、次の 

 とおり報告する。 

     

 

    令和元年９月３日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 

 

 平成３０年度決算に基づく健全化判断比率 

                         （単位：％） 

実質赤字比率 連結実質赤字比率 実質公債費比率 将来負担比率 

   ― 

（１３．２６） 

    ― 

 （１８．２６） 

  １０．６ 

 （２５．０） 

  ４６．６ 

（３５０．０） 

 （備考）１ 実質赤字比率及び連結実質赤字比率はない 

     ２ 括弧書き内は、同法に基づく早期健全化基準 
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 報告第２３号 

 

 

    地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づく 

    資金不足比率の算定について 

 

 

  地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第 

 ９４号）第２２条第１項の規定により、平成３０年度決算に基づ 

 く水道事業会計、工業用水道事業会計、山香病院事業会計、簡易 

 水道事業特別会計、農業集落排水事業特別会計、公共下水道事業 

 特別会計及び特定環境保全公共下水道事業特別会計毎の資金不足 

 比率について、杵築市監査委員の意見を付けて、次のとおり報告 

 する。 

 

 

   令和元年９月３日提出 

 

 

                杵築市長  永 松  悟 

 

 

               記 
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 平成３０年度決算に基づく資金不足比率 

                        （単位：％） 

     特別会計の名称  資金不足比率  

 水道事業会計                ― 

 工業用水道事業会計        ―     

 山香病院事業会計      ―     

 簡易水道事業特別会計        ―  

 農業集落排水事業特別会計      ― 

 公共下水道事業特別会計       ― 

 特定環境保全公共下水道事業特別会計     ―   

 （備考） １ 各特別会計ともに資金不足比率はない 

      ２ 同法に基づく経営健全化基準は、各特別会計毎に 

       ２０．０％ 
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